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Ⅰはじめに

＜死後の環境＞論は，終の住処をめぐる論議に窮まる。我々は死後，どのような環境の

中で死に続けるのだろうか。死ぬことが，無の状態であるならば，終の住処を心配する必

要性はない。我々は死んでも，何かが残る，という感覚をすてきれないからこそ，終の住

処を問題にする。生き続ける何か，を思うからこそ，終の住処を考えざるを得ない。これ

までは，その何かを，霊魂と呼び，終の住処を疑いもせず墓と考えてきた。基とは，その

意味で，現世の中の他界であった。現在，その現世の中の他界である墓を捉え直す動きが

でてきている。墓を終の住処とする意識に変化が起きてきている。墓からの離脱が起きて

いる。では，我々は終の住処を放棄しようとしているのか。結論から言えば，墓からの離

脱が，終の住処の放棄を意味しない事態が起こってきている。終の住処を墓ではなく自然

に求める動きが，自然葬に向かう動きとして，この十年来着実に起きてきている。それ

は，＜死後の環境＞を自分の意思で決めたい（＝死後の自己決定権）という動きと重なる。

そして，現在，起きている問題は，そのように自分の意思で決めた＜死後の環境＞として

の自然と，生者のための自然の環境との共生の問題である。終の住処を墓ではなく自然に

求める動きは，＜死後の環境＞としての墓地が，生者のための自然の環境を破壊すること

への反省のもとに起こったものでもあったことを考えると，自然環境と共生する終の住処

の有り方を考察する段階に入ったと考えてよいだろう。自然葬への共感は何が変化したこ

とによって引き起こされているのか，また，何に淵源することで広がっているのか，考察

する。
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Ⅱ 「葬送の自由をすすめる会」結成  

この10年，葬儀に関して一つの動きが顕著になってきた。それは，自然葬の動きである。  

その動きをリードしてきたのは，安田陸彦を会長とする「葬送の自由をすすめる会」であ  

る0まず，その結成趣旨を概観する。安田は「会結成の趣旨」（1991年2月）【注①】のな  

かで，   

今の日本では，人が死ぬと墓地に埋葬されます。これが当たり前で唯一の方法だと考えられてい   

ます。しかし，もともと墓を造るというならわしは日本古来のものではありません。かつては，   

一部の上流階級を除いて，庶民は遺体を海や山に捨てるのが普通でした。遺灰を海・山にまく散   

灰も古代からありました。庶民が墓を造るようになったのは，江戸幕府の民衆統制制度である檀   

家制度が軌道に乗ってきたころからです。一つの墓に何人も入るという「家の墓」が一般化した  

のはもっとずっと後で，明治30年代以降です。  

と，庶民が墓を造るという習俗の成立を，江戸時代の檀家制度との関わりから，また，  

「家の墓」については，明治30年代まで，時代が下ることを述べている。安田の論旨は，  

造墓の習俗は檀家制度によって習俗として定着したのだから，政策として檀家制度が機能  

していない現状においては，墓を造るか造らないかは自由である，ということになる。で  

は，遺骨の処理をどうするのか。法との関連はどうなるのか。安田は，外国での散灰での  

実情を紹介したあとで，   

日本ではこのような葬法の自由は事実上強く制限されているし，法的にも違法だという考えが根   

強くあります。確かに，遺体をそのまま海・山に捨てるようなことは現在はできません。しかし，   

遺灰を海・山にまく散灰は，それが節度のある方法で行われるならば法律に触れることはありま   

せん。墓地，埋葬等に関する法律や刑法にはされに関連する瀧定がありますが，どれも葬送のた  

めの遺灰をまくことを禁ずるものではありません。  

と，遺骨の処理としての散灰が，違法行為ではないことを強調する。法に抵触しないとい  

う安田の論は，結論的には認められている。それは，『墓地埋葬法』（「墓埋法」と略す。  

1948年に制定）には散骨の規定がなく，刑法にも「遺骨遺棄罪」はあるが，法務・厚生両  

省が「節度ある方法による葬送であれば，違法ではない」との見解を出しているからだ。  

安田は，続けて墓地造成と環境開港との関わりについて次のようにまとめた。   

私達は，先入観とならわしに縛られて自ら葬送の自由を失っていると言えるでしょう。生きてい   

る人の数には限りがありますが，死者の数は年々累積して無限に増えていきます。墓地に埋葬す   

る方法しか知らない今の日本では，死者のための墓地が山々の線を剥ぎ取り，空き地を占領して，   

生きている者が享受すべき自然を食い渡していくのです。なんという矛盾でしょう。   

死者は増えていく，という事実と墓地不足の解消を，これまでのような墓地造成に求め  

るならば，環境破壊が必然的に起こることを見据え，   

狭い国土の中で，墓地の不足が深刻な社会問題になっています。山に追い上げられた墓地は環境   

破壊を招くので墓地開発を一切ストップする市も出てきました。一区画でも，最低3，4百万は   

かかります。永代供養のできない単身者や子供のない夫婦は寺や霊園からも敬遠されます。墓地   

を持てない悩みはこれから益々深刻に成るでしょう。そのためもあるのでしょうか，遺灰を海・   

山にまきたいという人がふえています。   
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安田は，続けて，環境問題や社会問題だけから葬送の自由を主張しているのではないと  

述べたあとで，次のように会の趣旨を締めくくった。  

私達が「葬送の自由をすすめる会」を結成した目的は，伝統的な葬送を復活させるとともに，自  

然の理にかない，環境を破壊しない葬法（このような葬法を「自然葬」と呼びたいと思います）  

が自由に行われるための社会的合意の形成と実践をめざすことにあります。   

そして，「葬送の自由をすすめる会」は動き始め，この10年間で会員は8000人を超えた  

という【注②】。「葬送の自由」は全面的にありうるのか，「葬送の自由」を認めたとき日  

本の社会にどのような影響を及ぼすのか。平成10年（1998）6月，厚生省生活衛生局は  

「これからの墓地等の在り方を考える懇談会報告書」【注③】を発表した。この厚生省の墓  

地に関する報告書は，今後の墓地の有り様を考える上で，重要なものである。その中で，  

自然葬の動きについては，「墓地埋葬等を取り巻く社会環境」の変化の第三として，「葬送  

に関する国民意識の変化」をあげ，次のように纏めている。  

高度経済成長期の墓地需要の増加の背景には死者のための墓地の確保のためだけではなく，将来   

「私」が入るための墓地の確保であったといわれている。「私」の死後を子孫に全面的に委ねるの  

でなく，自らが「死後の住処」を求めている傾向は以前から顕著に見られる現象であった。この  

傾向が今日ではより積極的に展開し，「私」の死後を私の意思によって決定したいという考え方   

（「葬送の自由」）が自己決定権の具体的表現として主張されるようになった。その表現形態は多  

様であるが，散骨という葬送の選択もその一つである。伝統的な慣習からの開放や価値観の多様  

化を背景として「葬送の自由」の要求は尊重されるべきものであろう。しかし，葬送に関して法   

律が想定していない状況も生まれてきたからには，新しい時代の葬送に適合するような法の体系  

の整備が求められる。   

報告書は「葬送の自由」の要求に対応して，「法の体系の整備」の必要性を説いた。散  

骨が現在の法と抵触しないことで認めざるを得なかった経緯を踏まえての提案である。  

Ⅱ 自然回帰と自然保護  

＜誰が墓を守るのか＞。この切実な課題に頭を悩まさねばならない現状の中で，「葬送  

の自由」と「死後の自己決定権」が強く意識されるようになってきている。祖霊祭祀から  

自然葬へというパラダイムの転換は無視できない【注④】。墓の存在理由が，これまで両  

親・祖父母そして先祖を祀る墓としての家墓というように祀る側にとっての墓への視点か  

ら，自らの死，そして死後の環境としての墓というように自らの葬送に関連した視点へと  

移動している。墓の個性化は従来の墓の消滅へと進んでいくのか。自然葬論議に関しては  

「葬送の自由」（＝死後の自己決定権）の問題も重要だが，一方で，自然に還る（＝自然回  

帰）と自然保護という問題も無視できない。自然保護については，「葬送の自由をすすめ  

る会」設立の趣旨に明らかだが，自然回帰の志向が何によるのか，また自然への回帰は墓  

の消滅を意味するのか，自然＝墓という認識が自然葬へと向かわせているのかについては  

設立趣旨においては明確に語られていない。「葬送の自由をすすめる会」の結成目的は  

「伝統的な葬法を復活させるとともに，自然の理にかない，環境を破壊しない葬法（この  

ような葬法を「自然葬」と呼びたいと思います）が自由に行われるための社会的合意の形  

成と実践をめざすこと」（会結成の趣旨）にあった。即ち，自然葬は自然保護という環境   
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の問題とともに，深く日本人の死生観の問題と関わることになった。それは，「伝統的な  

葬法」として「葬送の自由をすすめる会」が何をイメージしたかと関わるのだが，「遺灰  

を海・山にまく散灰も古代からありました。」（会結成の趣旨）が仏教的な散骨を指してい  

るのは明らかである。ところが，現在明らかになってきたのは，自然葬への共感を支えて  

いるのが，実は原始仏教的な散骨の意識ではなく，興味深いことに日本人の深層にある死  

生観・美意識，さらに，祖霊信仰の深層と結びつく自然回帰の意識であるかも知れないと  

いうことなのだ。そのことは，「葬送の自由をすすめる会」が始めて散骨を行ったのに対  

して，新聞の社説などにおいて，宗教的な死後の世界とは別に，日本人にとって海・山の  

意味，祖霊信仰と繋がる日本人の他界観との関連で指摘されている【注⑤】。さらに，自  

然回帰の志向性の根底に，「ねがはくは花のしたにて春死なんそのきさらぎの望月のころ」  

という西行の歌に代表される死生観を彩る美意識（「日本的ロマンチズム」）を見ていた。  

「日本の祖先崇拝，家族中心をもとにした葬送から抜け出した，新しい個人本位の葬送へ  

の転換。しかしその『自然葬』は，期せずして日本人の奥深くにある死生観，美意識に通  

じている。」【注⑥】。「葬送の自由をすすめる会」の趣旨に共鳴，会員でもある山折哲雄  

（宗教学・インド哲学）と，同会貞でもある小林直樹（憲法・法曹学）との対談「現代の  

生死と自然葬」（安田睦彦司会）において，両者が  

山研一（死ねば）生ゴミになるといいましたが，しかし，生き残った者にとってそれは，親しい  

者の姿でもあるのです。自然の一物体になるわけですけれども，そうなったときに石ころや自分  

にとって親しい者に見えてくるかどうか，それが問題ですね。もしそのように見えてくれば，自   

然全体の仲間入りということで，生ゴミの段階からは脱している。そしてそこには，祈りがもち  

ろんある。躾ちょうが飛んでくるとおやじだ。菜の花が咲くとあの子供だ，という感覚が私たち  

にはあったし，われわれの先祖にも長いことあった。そうなったとき，宇宙と自然と自分たちと  

の関係が，最も自然な形になるのではないか。生きていても死んでも，そういう関係が持続して  

いくという感覚ですよね。そうなれば，地球全体がお墓と考えてもいいんじゃないか。   

小林一私も全く同じように，地球全体が墓だと思っています。【注⑦】   

と「地球こそわが墓」という結論を出している。山折の自然葬理解は「翁」信仰という  

仏教伝来以前の祖霊観にその水脈を辿ることができる。この点が，実に興味深い点なので  

ある。「祖先祭祀から葬送の自由へ」（森謙二）のパラダイムの転換が起きていく事で，日  

本人が持っていた仏教伝来以前の祖霊観からの水脈が流れ始めているのである。  

Ⅳ 墓参り  

我々はお盆，お彼岸に墓参りをする。なぜか。納骨している石塔に何を見ているのか。  

死者の霊魂が，そこに宿っていると我々は思っているのだろうか。「年忌法事はたしかに  

死者を忘れないためのシステムなのかもしれない。」【注⑧】は，年忌法事の事を言ってい  

て，単純に墓参りの事を言っているわけではないが，墓参りも「死者を忘れないためのシ  

ステム」の一環として考えられる。「地球こそわが墓」という認識は，散骨をおこなった  

場所を墓と見なし墓参りという行為を成立させるのではないか。遺骨の有無ではなく，墓  

という概念が拡大すれば，地球も墓であろう。その時，墓参とは何か。どういう意味を持  

つのか。   



＜死後の環境＞論  167  

墓は揺れるが墓参行為は盛んである。撒骨した場所を記念して訪問するというのも墓参である。   

墓（撤骨を含め）を考えるとき，この墓参行為との関係を見る必要があるだろう。墓参の本質は   

遺された者の死者との関係づけ行為だと思う。機能的には仏壇とよく似ている面がある。撤骨を   

含め墓の形態の多様化はあっても死者と生者の魂の交歓は失われることはないだろうし，これが   

墓を支える精神的な支柱であろう。死者は遺された者の心の中で意識する以上に重要な位置を占   

めている。その意味では生者と死者は共存していると言っていいのではないか。外在的な基を   

「見える墓」とするならば，その形態は確実に変化する。だが心の中の「見えない墓」は確実に  

ある。【注⑨】   

碑文谷の，墓参りとは「遺された者の死者との関係づけ行為」「死者と生者の魂の交歓」  

であり，墓の形態は変化しても，心の中の「見えない墓」は確実に存在するという指摘は  

その本質をついている。「見えない墓」と「地球こそわが墓」という認識が，自然葬の重  

層的な墓認識を形成しているのではないか。〔墓のシンボリズム〕は否定されていないの  

だ。墓参りについて，加地伸行は，  

日本人にとって，墓参りという慰霊行為は本能的なものであり，墓参によって心の安定を得るこ  

とができるのである。墓は，いわば日本人の精神の安心場所でさえある。そのような場所すなわ   

ち墓地の持つ大きな精神的意味は，なにものにも代えがたい。【注⑳】   

と述べる。その認識は，墓参りとは「遺された者の死者との関係づけ行為」「死者と生  

者の魂の交歓」と同じである。ただ，加地のように，   

東北アジアのシヤマニズム感覚からすれば，招魂再生によって慰霊を行う日本人は，その根拠と  

なる遺体の存続（現在では焼却した遺骨の存続）を絶対に否定しない。だから，墓を持つことに   

執着するのである。日本人は遺骨を散布する火葬に賛成しない。【注⑪】   

と，日本人は遺骨に対する特別な感情によって，「見える墓」の存続を選択すると言い  

切れるかどうかだ。筆者は生きている者は，「遺された者の死者との関係づけ行為」「死者  

と生者の魂の交歓」を放棄できないと考えている。それは，懐かしくて厳しい死の恐怖を  

安らげる癒しの装置だからだ。墓参りもその装置の一種なのだ。ただ，「遺された者の死  

者との関係づけ行為」「死者と生者の魂の交歓」が可能になるとして，それは碑文谷の言  

うように「見える墓」という形態を取らなくても可能ではないのか。確かに，これまで習  

俗として墓参りが定着していたかのような印象を持つ。しかし，現在，無縁墓の増加とい  

う事態がひきおこされている。家族による墓の永続性が保証できなくなっているのだ。墓  

の永続性はどのように嘩証されるのか。そして，無縁墓を生み出さないために，考え出さ  

れてきたのが永代供養墓である。新開などにも，永代供養墓のCMが目をひく。永代供養  

墓の増加については「墓を引き継ぐ人がいなくても購入でき，供養もしてもらえる永代供  

養墓。（略）従来の墓は，主に長男が継承し，独身者などが墓を買おうとしても寺に拒否  

されることもあった。これに対して永代供養墓は，共同形式の納骨堂などにお骨を収め，  

継承者がいなくても寺が供養・管理してくれるものだ。少子化や「家」意識の変化を背景  

に，数年前から増えてきた。」【注⑫】といった指摘がなされている。   
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Ⅴ 自然葬論叢  

現在，「葬送の自由をすすめる会」批判の急先鋒になっているのは，加地伸行である。  

加地は会の意図の一つとして「墓は家制度の核であるとし，その墓を否定することによっ  

て，最終的には家制度どころか家族そのものの解体をしようとしている点」【注⑬】をあ  

げる。「葬送の自由をすすめる会」がそのような意図を持っているのか，その真意はわか  

らない。ただ，少なくとも加地が「墓否定＝家族制度解体」と捉えている事は明確だ。そ  

して，まさに，この認識こそ，その是非が問われなければならない時期にさしかかってい  

ると言えよう。加地の主張をもう少し見てみよう。繰り返しになるが，墳墓に対する日本  

人の執着の根拠について，   

死者に対して，天上から魂を降し，地下から塊（遺骨・白骨）を呼びもどして合体させると，死   

者がこの世にもどって再生するというシヤマニズムがあるからである。そのことを体系化したの   

が儒教であり，中国仏教・日本仏教・神道に大きな影響を与えたのである。その結果，神道も日   

本仏教も，招魂復塊のシヤマニズムを慰霊あるいは先祖供養として，墓とともに取り入れている   

のである。この感覚を，ついに日本人から消すことはできないで今日に至っている。【注⑭】   

と強調する。加地の言うように，墓の成立に「招魂復醜のシヤマニズム」が働いたとし  

て，現在，その感覚が我々の中で生きているだろうか。この事は個人の慰霊の意識，先祖  

供養の意識の検証に関わる問題である。いろんな問題が突き詰められている。重複するが，  

例えば，我々は墓に対する意味づけに変化が起こっていない，と言えるのだろうか。具体  

的に言うならば，墓参りという行為に「招魂復塊のシヤマニズム」の感覚が働いていると  

言えるだろうか。それは，「葬送の自由をすすめる会」が自然葬を勧めたことによって引  

き起こされた事態ではない。すでに，家よりも個人というパラダイムの転換が起こってい  

るのではないか。即ち，祖先祭祀を維持する家族構造がもはや存在しなくなっているので  

はないか，或いは存在しない方向に急速に進んでいると見る方が現状認識としては正しい  

のではないだろうか。加地は「招魂再生のシヤマニズム感覚」【注⑮】を日本人の「原感  

覚」【注⑱】とまで言い切る。そして，自然葬は「インドの火葬すなわち遺体を骨灰にし  

て母なるガンジス川にもどす奏法と同じJであると考えるならば，「日本には火葬などは  

ない。遺体を焼却するものの，その遺骨を収めて，墓に納骨している。すなわち遺骨の土  

葬をしているのであって，断じて火葬ではない。焼却したものの，わざわざ遺骨を集めて  

納骨し墓を作るのは，インド式火葬（骨灰の散布）の否定なのである。」【注⑰】と，遺骨  

の重視に「招魂再生のシヤマニズム感覚」が生きている事を強調する。それは，加地によ  

れば，前述したように，墓参行為を支える心性と強く結びついたものであった。それは，  

言い換えるならば，墓を媒介にした死者との交流の可能性を，日本人は放棄できないとい  

う主張である。「なぜ海や山に散骨するのか」という加地の問いは，散骨という行為が，  

単純に骨を捨てる行為ではない事をあらわにする。加地は自然葬の散骨に対して，或る種  

のいらだちを隠せない。海や山に散骨する行為に，霊魂に対する慰めの意識を見いだすか  

らである。加地にとっては，それは全く中途半端な行為のように映るのである。   

この点が問題である。インド人のように，死後の肉体には何の意味も認めないというところまで   

は徹底していないのである。なんとなく慰霊の気持があるのである。だからであろう，海上散布   
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の場合は，その場所は，東経何度，北緯何度，水深何メートルと特定して記録して遺族に報らせ   

ているのである。これは，つまり墓を建てるのと同じことではないのか。本当に大自然に帰るこ  

とを望むのであれば，そういう特定は不要である。まして，その付近に花束を投じるなどという  

のは，未練たらしくて見苦しい。【注⑱】   

そして，この間題の指摘の中に，現在起きている自然葬の動きに対する認識のズレも明  

確に出ている。自然葬を行う人は，「インド人のように，死後の肉体には何の意味も認め  

ないというところまで」徹底しなければならないと思っていないし，慰霊を拒否するつも  

りもないのではない。また，石基を建てるのは拒否するが，〔墓のシンボリズム〕は最大  

限に認めようとしている。碑文谷の「散骨に対する理解が進んでいるが，海や山に眠ると  

考えるほうが狭い墓よりもロマンがあるとする考え方の台頭の面もあるだろう。環境保護  

や家墓への反発などもあるだろうが，住処論の形を変えた台頭とも言える。」【注⑩】や  

「散骨した場所を記念して訪問するというのも墓参である。海に撒けば循環しているのだ  

からどこの海でも墓参できると言う人もいる。散骨でも墓参行為がないわけではない。」  

【注⑳】といった論がその事を顕著に示している。自然葬においても墓参は成立するとい  

うのだ。それは，人々の心の中に死者が生きている限り。  

Ⅵ まとめ  

死者を記憶する装置は消滅していくのだろうか。おそらく，従来の墓という形態では消  

えていくだろう。しかし，「死者と生者の魂の交歓」（碑文谷）即ち生者側から言えば死者  

を記憶することを放棄することがない以上，「見えない墓」（碑文谷）は存続していくだろ  

う。ただ，一方で新谷尚紀の「散骨という方法は結局，系譜性をそこで遮断するわけです  

よね。」【注⑳】という指摘があり，家族の系譜性のシンボルと考えられてきた「見える墓」  

に，「見えない墓」が代替しうるのかという問題が浮上している。ただ，その事は，現在  

「見える墓」が家族の系譜性のシンボルとして機能しているかという開いとして，問いを  

発した者に戻っていく。その点で，森謙二は   

散骨の要求が積極的な意義をもつのは，死後の自己決定権の要求（＝葬送の自由）と結びついて   

いるからである。伝統的な死者祭祀の構造が動揺し，変容してきたことへの表現形態として散骨   

が現代に登場するのであり，その死者の意志を表現した葬法がそこにあるからである。【注⑳】   

という生者のための「伝統的な死者祭祀の構造」から「死後の自己決定権」という死者  

の意志を重視した葬法の出現の必然性を捉えている。そして，さらに深く考えねばならな  

いのは，この「死後の自己決定権の要求（＝葬送の自由）」が自然保護・自然回帰の志向  

と重なり合うことの意味である。その事に対する社会的認知は現在必ずしも行われている  

とは言えない。その事は，森謙二の  

火葬を前提とした散骨を「環境にやさしい葬法か」と問うこと自体およそ意味をもたない0イン   

ドのように，火葬用に伐採する森林が自然破壊につながるという指摘もあるし，多くの地域では  

火葬による悪臭で悩まされた時代もあった。また，第二次葬において焼骨（火葬骨）を散布する。  

焼骨の成分がリン酸カルシウムであるから，焼骨の散布は環境にとって有益であって無害・安全  

であるという。しかし，その意見も短絡的であるように思える。現代科学のなかで，人間の焼骨  

はいつも無害・安全な状況にあることがどれほど実証されるのだろうか。散骨が環境問題への配   
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慮を必要とするものであっても，散骨の正当性を環境問題におくのは本末転倒であるといわなけ  

ればならない。【注⑳】   

といった意見に集約されよう。筆者の現在の関心は，「再生の森」構想に始まる「葬送  

の自由」と自然保護との結甲つき，「死後の自己決定権」と自然回帰の志向との結びつき  

に対する自然葬理解へと認識が動いていることにある。「これからの墓地等の在り方を考  

える懇談会報告書」は「墓地埋葬法」が制定されてから50年，経済の発展が社会構造や  

家族の形態，それにともなう生活様式や生活意識を大きく変えたと総括した上で，「墓地  

については，都市化の進展，核家族化の進行，高齢人口の増加，火葬率の上昇等の社会的  

要因や家意識の希薄化，葬送の自由の主張等の国民意識の変化の影響を受けている。」  

（「はじめに」）と状況を分析した。そして，墓地の本質と，その墓地が大きな変わり目に  

来ていることの認識をもって「墓地は優れて人々の生活の営み即ち文化を反映するもので  

あり，墓地行政は土地の習俗や人々の宗教的感情を尊重しつつ，社会情勢に即して展開さ  

れなければならない。」とまとめている。少子化高齢化という時代の波は，否応なく我々  

を襲ってきている。＜死後の環境＞というテーマは，環境教育を考えるとき，特殊なテー  

マとは思えない。理想的な環境が生と死の循環が巧く行われている環境だとするなら  

ば，＜死後の環境＞は避けては通れない問題として実はあるのだ。  

＊この論考は平成12年度に講義担当した「環境教育〔生活と環境〕」（全学共通科目）に  

おいて，「＜死後の環境＞論」として講義したものを纏めたものである。  
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